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残留農薬基準及び農薬の使用基準違反について

健康安全局が実施している県内流通農産物に対する残留農薬検査において、平成２０年

６月１６日に食品衛生検査所が収去した「ふだんそう」について、７月２日に食品衛生法

の残留農薬基準を超えるＥＰＮ：０．１７ｐｐｍ（基準値：０．０１ｐｐｍ）が検出され

ました。

直ちに、生産農家に対し農林部及び健康安全局が合同で立入検査を実施し、調査指導を

行いました。

今回の違反のあった「ふだんそう」については、検出量から換算するとＡＤＩ（１日許

容摂取量）の３５分の１であり、通常喫食する量では、健康に影響をおよぼす恐れはあり

ません。

当該生産農家に対しては、「ふだんそう」の出荷を行わないよう指導しました。

１ 食品衛生法に基づく収去検査結果

(1) 農産物名 ふだんそう

(2) 収去機関 食品衛生検査所市場食品検査課

(3) 収去年月日 平成２０年６月１６日

(4) 結果判明日 平成２０年７月２日

(5) 被収去者 奈良中央青果株式会社

大和郡山市馬司町６４２－２

(6) 生産農家 里川 知生

生駒郡斑鳩町法隆寺東

(7) 検査機関 奈良県保健環境研究センター

(8) 検査結果 １１６農薬について検査を実施

ＥＰＮ 検 出 値：０．１７ｐｐｍ 残留基準違反(食品衛生法)

有機リン系殺虫剤 一律基準値：０．０１ｐｐｍ 使用基準違反(農薬取締法)



２ 生産者に対する調査指導

(1) 調 査 日 平成２０年７月２日（水）午後４時

(2) 実施機関 農業水産振興課、北部農林振興事務所、郡山保健所

(3) 栽培面積 約１２ａ（１，２００㎡）

(4) 出 荷 先 奈良中央青果株式会社（県中央卸売市場内）

(5) 出荷状況 ６月１６日 ２２ケース（約１１０kg）

（２０束／ケース １束は４～５枚）

６月１７日～７月２日までに２９９ケース（約１，４９５kg）

(6) 農薬使用状況

使用基準を確認せずに５月上旬の「育苗時」にＥＰＮ乳剤を1,000倍希釈で散布

(7) 指導事項

① 農薬の使用に当たっては、農薬使用基準を遵守すること

② 農薬使用簿の記帳を徹底すること

(8) 県内生産者に対する再発防止策

① 農薬の適正使用についての研修会や出前講座等の開催により指導の徹底を図る。

② 農林振興事務所、県下の市町村や生産者団体、農薬販売店等に対して、文書通

知を行い、適正使用に対する周知徹底を図る

３ 被収去者（販売者）の対応

奈良中央青果㈱では、７月２日から当該生産者の「ふだんそう」を出荷停止するとと

もに、仲卸業者を通じ販売店に出荷されたものを廃棄処分するよう依頼した。

４ 過去の検出状況等

残留農薬の規制を強化したポジティブリスト制度（農産物等に残留する原則すべての

農薬に一律若しくは個別の残留基準を設けた制度）が、平成１８年５月２９日に施行後、

県が実施する収去検査で違反を確認したのは、今回が２回目である。

［検出事例］

平成１９年９月、県内産「しろな」

ＥＰＮ 検出値：０．０８３ｐｐｍ（基準値：０．０１ｐｐｍ）

イソキサチオン 検出値：０．２ｐｐｍ （基準値：０．１ｐｐｍ）


